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日 時 平成 20 年 6 月 8日（日） 

場 所 福岡県福岡市中央区天神 1-1-1 

アクロス福岡 



平成 20 年度第 1回通常総会議事録 

社団法人全日本川柳協会 

 

1、日 時   平成 20 年 6 月 8 日（日）10：10～11：30 

 

2、場 所   アクロス福岡 福岡県福岡市中央区天神 1-1-1 

 

3、出席者の確認 

出席者数 69 名・委任状出席 272 名・合計 341 名 

正会員現在数 411 名の内上記のとおり定足数 206 名に達しており、よって定款第 27

条により当総会の決議事項は有効であることを確認した。 

 

4、議事録署名者選出 

太田紀伊子、弘兼秀子の 2氏を議事録署名者として選出した。 

 

5、議事 

今川乱魚会長が議長に選出され、挨拶ののち、次の事項を審議決定した。 

 

第 1号議案 平成 19 年度事業報告の件 

① 事業に関する事項（本田事務局長説明） 

② 会議に関する事項（本田事務局長説明） 

議案書に基づきこれらを一同に諮ったところ、全員一致これを承認した。 

 

第 2号議案 平成 19 年度収支決算報告、監査報告及び承認の件 

塩見理事長から平成 19 年度収支決算について説明があり、これについて久保田監

事から収支計算書、貸借対照表、財産目録など帳簿・伝票と照合して監査した結

果正しく記載、運用されていた、また、事業運営についても適切であると認めら

れた旨の報告があった。 

以上につき一同に諮ったところ原案通り、異議なく全員一致これを承認した。 

 

第 3 号議案 理事・常任幹事補充の件 

①理事の欠員にともなう理事の選任について提案がなされた。 

選任された理事の氏名 愛知県・會田 清治（雅号・規世児） 

②理事会推薦による常任幹事の委嘱について提案がなされた。 

選任された常任幹事の氏名 愛知県・松代 天鬼 

①、②について一同に諮ったところ異議なく全員一致これを承認した。 

なお、被選任者はいずれもその就任を承諾した。 

 

第 4号議案 平成 21 年度 全国大会開催の件 

今川会長から議案書に基づき、札幌大会、国民文化祭しずおか、第 13 回誌上大会

（平成柳多留）の選者および課題について諮ったところ、全員一致でこれを承認

した。 

札幌大会について佐藤正常任幹事より全国大会の開催日は 6月第二日曜日が通例

となっているが、大規模なお祭りと重なるために 6月 28 日に決定した旨の報告が

あった。観光には一番よい時期なので、多数ご参加願いたい。また、国民文化祭

しずおかについて岩田笑醉常任幹事より、富士山の麓、長泉町で開催される予定

である旨の報告があった。 

 



第 5号議案 日川協・委員会 設置の件 

今川会長から議案書に基づき、日川協・委員会 設置（案）について諮ったとこ

ろ、全員一致でこれを承認した。なお、全国大会の選者案について、次回からは

常任幹事会ではなく、総務委員会・選者委員会で 3月までに原案を作成すること

とし、選者候補者名は最終段階まで印刷物としては公表しないこととした。 

また、組織強化委員会については地区別とした。各委員会の活動を促進するため、

委員長は委員に対してアンケートを取ってはどうかなどの意見が述べられた。 

 

第 6号議案 10 年以上連続全国大会出席者等表彰の件 

今川会長から議案書に基づき、表彰該当候補者について諮ったところ、全員一致

でこれを承認した。 

10 年以上大会連続出席者に対して表彰の件 

10 回連続大会参加者 川村 英夫・松波 酔保・原田 木念 

 山倉 洋子・本田 智彦 

15 回大会連続参加者 三本木 亮・三浦 強一・植木 利衛 

 植木 紀子 

特別表彰 遠藤しげる 

80 歳以上の功労者顕彰 大野 信夫・広川 てる・福田案山子 

 小林由多香・国吉司図子 

第 1回川柳文学賞 西出 楓楽 

 

第 7 号議案 諸規定一部修正の件 

①表彰規定一部修正について提案がなされた。 

日川協加盟柳社一覧表（P10 参照） 

【改定前】 

 Ｂ．全日本川柳大会に１０回以上連続して出席した者。 

【改定後】 

 Ｂ．全日本川柳大会に１０回以上（以後、５回単位）連続して出席した者。 

②川柳文学賞規定一部修正について提案がなされた。 

日川協加盟柳社一覧表（P10 参照） 

【改定前】 

（３）選考期間は毎年４月１日から５月２０日までの５０日間とする。 

【改定後】 

（３）選考期間は毎年３月１日から４月２０日までの５０日間とする。 

①、②について一同に諮ったところ異議なく全員一致これを承認した。 

 

第 8 号議案 報告、その他 

①平成 20 年度助成金報告の件 

芸術文化振興基金に対する助成金申請の決定（内定額 80 万円）にともなう平成

20 年度事業の拡充について提案があり、全員一致でこれを承認した。 

②第 1回常務理事会報告の件 

去る 5月 29 日に東京において、第 1回常務理事会が行なわれた。日川協の基本的

運営方針について意見交換がなされた。 

 

以上により本日の議事を終了し、議長から謝辞を述べたのち閉会を宣した。 




